
目

次

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
（
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職

員

課
）
…
一

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
（
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
（
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
（
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
七
項
第
三
号
中
「
生
活
安
全
企
画
課
」
を
「
生
活
保
安
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

へ
き
地
学
校
（
第
二
条
関
係
）

小
学
校学

校

名

所

在

地

級
別
区
分

常
盤
野
小
学
校

市

浦

小

学

校

お
お
ぞ
ら
小
学
校

奥

内

小

学

校

川

内

小

学

校

車

力

小

学

校

今

別

小

学

校

修

道

小

学

校

弘
前
市
大
字
常
盤
野
字
湯
の
沢
四
五
の

四五
所
川
原
市
相
内
岩
井
八
五

三
沢
市
大
字
三
沢
字
庭
構
一
〇
八
四
の

三
三

む
つ
市
大
字
奥
内
字
中
野
四
〇

む
つ
市
川
内
町
休
所
五
の
一

つ
が
る
市
車
力
町
屏
風
山
一
の
二
一
四

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
中
沢
二

〇
五

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃
沢
八
五

の
一

一
級

青
森
県
報
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号
外
第
二
十
三
号

令
和
四
年三

月
三
十
日

（
水
曜
日
）



深

浦

小

学

校

小

泊

小

学

校

甲

地

小

学

校

尾

駮

小

学

校

千
歳
平
小
学
校

南

小

学

校

奥

戸

小

学

校

風
間
浦
小
学
校

佐

井

小

学

校

上

郷

小

学

校

清
水
頭
小
学
校

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
寅
平
六

二
の
六

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
砂
山
一

〇
七
六
の
三

上
北
郡
東
北
町
字
往
来
ノ
下
五
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一

三
〇
四
の
一

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹
崎
三

九
六

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
湯
沢
一

二
の
八

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
館
ノ
上
九

六
の
六
九

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
古
野

一
八
の
二

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
一
〇

三
の
三

三
戸
郡
田
子
町
大
字
山
口
字
道
前
二
一

の
一

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
清
水
頭
一

八

脇
野
沢
小
学
校

三

廐

小

学

校

い
わ
さ
き
小
学
校

泊

小

学

校

む
つ
市
脇
野
沢
瀬
野
川
目
八
五
の
二

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
廐
桃
ヶ
丘
一

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
正
道
尻
字
小
礒

一
三
の
二

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
原
七
五

の
一
七

二
級

十
和
田
湖
小
学
校

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
湖
畔
宇

樽
部
四
二
〇

三
級

牛

滝

小

学

校

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
牛
滝
川
目

九
九

四
級

中
学
校学

校

名

所

在

地

級
別
区
分

常
盤
野
中
学
校

弘
前
市
大
字
常
盤
野
字
湯
の
沢
四
五
の

四

一
級

市

浦

中

学

校

第

三

中

学

校

近

川

中

学

校

川

内

中

学

校

車

力

中

学

校

今

別

中

学

校

深

浦

中

学

校

大
戸
瀬
中
学
校

小

泊

中

学

校

第

一

中

学

校

第

二

中

学

校

風
間
浦
中
学
校

佐

井

中

学

校

新

郷

中

学

校

五
所
川
原
市
相
内
岩
井
八
一

三
沢
市
大
字
三
沢
字
庭
構
一
〇
八
四
の

三
三

む
つ
市
大
字
奥
内
字
江
豚
沢
一
の
二

む
つ
市
川
内
町
休
所
五
の
一

つ
が
る
市
車
力
町
屏
風
山
一
の
二
一
四

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
山
崎
字
山
崎
一

〇
八
の
二

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
蓙
野
六

〇西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ヶ
沢
字
榊

原
上
野
二
〇
八
の
二
三

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
砂
山
一

〇
七
六
の
三

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一

〇
五
四

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
湯
沢
一

一
二
の
一

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
古
野

一
八
の
一

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
中
道
七
五

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
西
越
字
佐
野
平
二

一

脇
野
沢
中
学
校

泊

中

学

校

む
つ
市
脇
野
沢
瀬
野
川
目
八
五
の
二

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
原
七
五

の
一
七

二
級

十
和
田
湖
中
学
校

三

廐

中

学

校

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
湖
畔
宇

樽
部
四
二
〇

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
廐
下
平
五
の

一

三
級

牛

滝

中

学

校

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
牛
滝
川
目

九
九

四
級

共
同
調
理
場

施

設

名

所

在

地

級
別
区
分
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南
通
地
区
学
校
給
食
共

同
調
理
場

西
通
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー

車
力
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

六
ケ
所
村
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー

む
つ
市
大
字
奥
内
字
江
豚
沢
一
の
二

む
つ
市
川
内
町
休
所
五
の
一

つ
が
る
市
豊
富
町
屏
風
山
一
の
三
七
七

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
中
沢
二

〇
五

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一

三
二
二
の
二

一
級

十
和
田
湖
畔
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
湖
畔
宇

樽
部
四
二
〇

三
級

別
表
第
二

準
へ
き
地
学
校
（
第
二
条
関
係
）

小
学
校学

校

名

所

在

地

裾

野

小

学

校

松

陽

小

学

校

大

間

小

学

校

弘
前
市
大
字
十
面
沢
字
轡
二
九
三

十
和
田
市
大
字
八
斗
沢
字
砂
土
路
一
四
の
一

六
一

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
狼
丁
三
七
の
二

中
学
校学

校

名

所

在

地

裾

野

中

学

校

大

間

中

学

校

弘
前
市
大
字
十
面
沢
字
湯
ケ
森
四
〇

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間
平
三
一
の

一

別
表
第
三

特
地
学
校
（
第
二
条
関
係
）

小
学
校学

校

名

所

在

地

四

和

小

学

校

十
和
田
市
大
字
米
田
字
高
谷
一
四
〇

中
学
校学

校

名

所

在

地

四

和

中

学

校

十
和
田
市
大
字
米
田
字
高
谷
一
四
〇

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
へ
き
地
学
校
等
と

し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
学
校
又
は
共
同
調
理
場
で
施
行
日
に
お
け
る
級
別
区
分
が
施
行
日
の
前
日

に
お
け
る
級
別
区
分
よ
り
下
位
と
な
る
学
校
又
は
共
同
調
理
場
（
へ
き
地
学
校
等
と
し
て
指
定
さ

れ
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
は
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手

当
等
）
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
の
前

日
に
当
該
学
校
又
は
共
同
調
理
場
に
勤
務
す
る
職
員
で
施
行
日
以
後
当
該
学
校
又
は
共
同
調
理
場

に
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る
へ
き
地
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
学
校
又
は
共
同
調
理
場
が
級
別
区
分
の
異
な
る

へ
き
地
学
校
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
へ
き
地
学
校
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の

間
）
、
施
行
日
の
前
日
の
級
別
区
分
に
よ
る
へ
き
地
学
校
等
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

へ
き
地
手
当
の
月
額
の
算
定
は
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
基
礎
と
し
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。

一

施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
給
料
月
額

二

前
号
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
基
礎
と
す
る
教
職
調
整
額
に
相
当
す
る
額

三

施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
青
い
森
鉄
道
専
門
監

世
界
文
化
遺
産
登
録
専
門
監
」
を
「
青
い
森
鉄
道
専
門
監

」
に
、
「
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
水
産
事
務
所
長

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
長
」
を
「
地
域
県
民
局
地
域
農
林

水
産
部
水
産
事
務
所
長
」
に
、
「
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
農
業
普
及
振
興
室
長
」
を
「
地
域
地
域

県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
農
業
普
及
振
興
室
長

県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
水
産
事
務
所
副
所
長
（
区
分
十
類
の
も
の
を
除
く
。
）
」
に
、
「
原
子
力

セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
「
原
子
力
セ
ン
タ
ー
次
長

美
術
統
括
監

」
に
、
「
東
青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
青
森

下
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
む
つ

地
方
水
産
業
改
良
普
及
所
長

家
畜
保
健
衛
生
所
長

」
を
「
東
青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
東
青
地
方
水
産
事
務
所
副

西
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
つ
が
る
家
畜
保
健
衛
生
所

所
長
長

」
に
改
め
、
同
表
監
査
委
員
の
事
務
部
局
の
項
中
「
課
長
」
を
「
次
長
」
に
改
め
、
同
表
選
挙

管
理
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中
「

事
務
局
次
長

六
類

」
を
削
り
、
同
表
人
事
委
員
会
の

事
務
部
局
の
項
中
「
二
類
」
を
「
四
類
」
に
、
「
課
長
」
を
「
次
長
」
に
改
め
、
同
表
労
働
委
員
会

の
事
務
部
局
の
項
中
「
課
長
」
を
「
次
長
」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中
「
少三

年
自
然
の
家
所
長

内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
少
年
自
然
の
家
所
長
」
に
、
「
郷
土
館
副
館
長
」
を
「
郷
土
館

三
内
丸

副
館
長

山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
副
所
長
」
に
、
「
郷
土
館
課
長

三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
副
所
長
」
を
「
郷
土
館
課
長
」
に
改

め
、
同
表
警
察
の
項
中

「
監
査
室
長

調
査
官

施
設
調
査
官

会
計
指
導
官

会
計
調
査
官

研
究
管
理
官

給
与
管
理
官

情
報
管
理
調
査
官

交
通
管
制
官

会
計
官

調
整
指
導
官

副
参
事

」
を
「
副
参
事

研
究
管
理
官
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

特
地
公
署
（
第
二
条
関
係
）

公

署

所

在

地

級

別

区

分

外
ヶ
浜
警
察
署
三
廐
警

察
官
駐
在
所

外
ヶ
浜
警
察
署
今
別
警

察
官
駐
在
所

む
つ
警
察
署
脇
野
沢
警

察
官
駐
在
所

鰺
ケ
沢
警
察
署
驫
木
警

察
官
駐
在
所

鰺
ケ
沢
警
察
署
岩
崎
警

察
官
駐
在
所

五
所
川
原
警
察
署
小
泊

警
察
官
駐
在
所

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
廐
新
町

五東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
中

沢
一
七
の
六

む
つ
市
脇
野
沢
本
村
二
三

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
驫
木
字
亀

ケ
崎
一
六
五
の
一

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎
字
松

原
五
一
の
一
七

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
築

上
一
五
の
六

一
級
地

鰺
ケ
沢
警
察
署
深
浦
交

番大
間
警
察
署
佐
井
警
察

官
駐
在
所

十
和
田
警
察
署
十
和
田

湖
警
察
官
駐
在
所

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
岡

崎
三
三
三
の
五

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
八
幡

堂
一
六
の
二

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
湖

畔
休
屋
四
八
六

二
級
地

木
造
高
等
学
校
深
浦
校

舎

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
広
戸
字
家

野
上
九
五
の
一
五
七

一
級
地
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別
表
第
二

準
特
地
公
署
（
第
二
条
関
係
）

公

署

所

在

地

上
北
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部
む
つ
小
川
原
港
管
理

所原
子
力
セ
ン
タ
ー

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹
崎
五
二

一
の
二

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹
崎
四
〇

〇
の
一

外
ヶ
浜
警
察
署
平
舘
警
察

官
駐
在
所

大
間
警
察
署

大
間
警
察
署
風
間
浦
警
察

官
駐
在
所

む
つ
警
察
署
川
内
警
察
官

駐
在
所

む
つ
警
察
署
近
川
警
察
官

駐
在
所

む
つ
警
察
署
白
糠
警
察
官

駐
在
所

む
つ
警
察
署
岩
屋
警
察
官

駐
在
所

野
辺
地
警
察
署
尾
駮
交
番

野
辺
地
警
察
署
横
浜
警
察

官
駐
在
所

鰺
ケ
沢
警
察
署
北
金
ケ
沢

警
察
官
駐
在
所

鰺
ケ
沢
警
察
署
大
間
越
警

察
官
駐
在
所

つ
が
る
警
察
署
車
力
警
察

官
駐
在
所

五
所
川
原
警
察
署
相
内
警

察
官
駐
在
所

五
所
川
原
警
察
署
内
潟
警

察
官
駐
在
所

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
根
岸
湯
の
沢

一
の
六

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間
平
二
〇

の
九
一

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
畑
尻
ノ

下
八
三
の
一

む
つ
市
川
内
町
川
内
八
二
の
三

む
つ
市
大
字
中
野
沢
字
大
近
川
一
八
の
二

二下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
前
田
四
四
の

一
九
二

下
北
郡
東
通
村
大
字
岩
屋
字
往
来
一
七
二

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
三
四

九
の
二

上
北
郡
横
浜
町
字
屋
敷
形
六
三
の
一
一

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃
沢
六
〇
の

六西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
大
間
越
字
宮
崎
浜

一
一
の
一
八

つ
が
る
市
豊
富
町
屏
風
山
一
の
八
一
八

五
所
川
原
市
相
内
岩
井
八
一
の
一
〇
六

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄
市
字
玉
清
水
二

一
の
六
二

六
ケ
所
高
等
学
校

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹
崎
三
〇

五

大
間
高
等
学
校

む
つ
養
護
学
校

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間
平
二
〇

の
四
三

む
つ
市
大
字
奥
内
字
栖
立
場
一
の
一
一
〇

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
特
地
公
署
と
し
て

指
定
さ
れ
て
い
た
公
署
で
施
行
日
に
お
け
る
級
別
区
分
が
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
級
別
区
分
よ

り
下
位
と
な
る
公
署
（
特
地
公
署
と
し
て
指
定
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
は
、
改

正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
の
前
日
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
で
施
行

日
以
後
当
該
公
署
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ

い
て
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
級
別
区
分
の
異
な

る
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）
、
施

行
日
の
前
日
の
級
別
区
分
に
よ
る
特
地
公
署
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
地
勤
務
手
当

の
月
額
の
算
定
は
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の

合
計
額
を
基
礎
と
し
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。

一

施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
給
料
月
額

二

前
号
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
基
礎
と
す
る
教
職
調
整
額
に
相
当
す
る
額

三

施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
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す
る
。

別
表
中
第
三
号
を
削
り
、
同
表
第
四
号
を
同
表
第
三
号
と
し
、
同
表
第
五
号
を
同
表
第
四
号
と

し
、
同
表
第
六
号
中
「
つ
く
し
が
丘
病
院
長
」
の
下
に
「
（
法
第
三
条
第
三
項
第
一
号
の
二
に
規
定

す
る
地
方
公
営
企
業
の
管
理
者
が
就
く
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
五
号
と
す

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
二
条
第
四
号
イ
⑶
」
を
「
第
二
条
第
四
号
イ
⑵
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
二
十
六
条
第
二
号
ロ
」
を
「
第
二
十
六
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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